
★｢投票所｣には、介助をされるかたやお連れの18歳未満のかたも一緒に入場できます。
★入場案内券がお手元に届いても、投票日当日、選挙権がないかたは投票できません。
★本人以外のかた、選挙権のないかたが投票すると罰せられます。
★投票所では、住所・生年月日等でご本人の確認をさせていただくことがありますのでご了承ください｡

● 最近、引越しをされたかた
住所を異動されたかたの投票は次のとおりですのでご確認ください。

投票できる

投票できない

投票できない

転出の日まで
期日前投票ができる

投票できる

新住所地での投票

前住所地での投票

転入届を出されたかた
（他の市町村から転入されたかた）

転出届を出されたかた
（他の市町村へ転出されたかた）

箕面市内で転居届を出されたかた

届出の日が

転出の日が

届出の日が

令和６年５月17日以前

令和６年５月18日以後

令和６年８月18日以前

令和６年８月19日
　　　　　　　～24日

令和６年８月25日以後

令和６年７月28日以前

令和６年７月29日以後

● 投票済証をお受け取りください
　投票を終えたかたは、市のＰＲキャラクター「滝ノ道ゆずる」と「モミ
ジーヌ｣がデザインされたポストカード型の投票済証をお受け取りください。
　この投票済証は選挙ごとにデザインを変えて配布しています。

◎告示日　
◎投　票
　　　　　・場　所　市内38か所の該当する投票所　（６～８ページをご覧ください｡）
◎開　票　

◎選挙人名簿への登録基準日及び登録日　８月17 土

● 選挙の日程等
選挙日程

次のすべてに該当するかたは投票できます。
◎日本国民
◎生年月日が平成18年８月26日以前のかた
◎令和６年５月17日以前から本市の住民基本台帳に登録されていて、市の選挙人名簿に登録されているかた
◎投票される日まで箕面市内に住所があるかた

投票できるかた

注 

意

８月25日（日）

８月25日（日）
８月18日（日）　（立候補届出日）

・選挙人名簿に登録されていないかたは投票できません。
・投票できるかどうかわからない場合は、箕面市選挙管理委員会に選挙人名簿登録の有無を
　確認してください。

場　所


